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臨時会・定例会の審議結果と議員の賛否内訳

5

○…賛成　×…反対。 結果欄は、全賛…全員賛成、賛多…賛成多数、賛少…賛成少数　の意。
請願は可決・否決ではなく、「採択」または「不採択」となるほか、今回の請願のように引き続き審査すべきとい
う場合は「継続審査」、請願の趣旨には賛成するという「趣旨採択」等の議決結果となります。

※印は議長。議長は議事進行を行うため、賛否の表明はしません。賛否同数の場合のみ「議長裁決」という形で賛否表明
　を行います。（その場合は「裁」で示します）

　　 

     臨時会（11/22）　　
　　条例の一部改正
　　・議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す
　　　る条例 可決 (全賛 )  P.  5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○
　　・町長及び副町長の給与等に関する条例及び教
　　　育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関
　　　する条例 可決 (全賛 )  P.  5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○
　　・寄居町職員の給与に関する条例等 可決 (賛多 )  P.  5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ × ○ ○
　　　田母神節子議員より「公務員の給与引き下げは民間にも影響を及ぼし、格差と貧困を拡大する」との反対討論がありました。

     12月定例会（12/3～16）　　
　　平成22年度寄居町補正予算 
　　・一般会計 可決 (全賛 )  P.  4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○
　　・国民健康保険特別会計 可決 (全賛 )  P.  4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 
　　・後期高齢者医療特別会計 可決 (全賛 )  P.  4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○
　　・下水道事業特別会計 可決 (全賛 )  P.  4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○
　　・農業集落排水事業特別会計 可決 (全賛 )  P.  4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○
　　・水道事業会計 可決 (全賛 )  P.  4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○
　　条例の一部改正
　　・寄居町職員の勤務時間、休日及び休暇に関
　　　する条例等 可決 (全賛 )  － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○
　　　田母神節子議員より「職員定数管理計画の完全実施と短時間労働で、健康管理の充実を」との賛成討論がありました。
　　その他の議案
　　・町道路線の廃止 可決 (全賛 )  － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 
　　・町道路線の認定 可決 (全賛 )  － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○
　　・埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 可決 (全賛 )  － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○
　　意見書
　　・環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）への
　　　対応に関する意見書の提出について 可決 (賛多 )  － ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ × ※ ○ ○ ○ ○
　　　田母神節子議員より「農家所得が補償されても輸入は増大し、国内生産は崩壊、関係産業は廃業、地方の雇用も失われることになる」との賛成討論がありました。
　　請願
　　・所得税法第56条の見直しについて 継続審査   － × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ※ ○ ○ × ○
　　　「国の税改正の動向を見守りながら慎重に審査する必要がある」との結論で、継続審査することとしました。

この請願は、総務経済常任委員会で「継続審査すべき」とされ、本会議では「委員会審査結果のとおり継続するかどうか」に対して賛否を問う
ことになりました。したがって、上記の賛否表明（○×）は、請願自体に対する賛否とは異なります。
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